
 

お知り合いの事業所様をご紹介ください！！ 

新入会員紹介キャンペーン 
 

大東商工会議所では、10 月 1 日～3 月 31 日の期間、新入会員紹介キャンペーンを実施します。 

キャンペーン期間中にご入会頂いた事業所様及びご紹介頂いた会員様には、2,000 円分の記念品を 

贈呈いたします。 この機会に、ぜひともお取引先やお知り合いの事業者をご紹介ください。 

≪ 主な入会メリット ≫ 

キャンペーンの概要 

 
実施期間  ２０２４年１０月１日（火）～２０２５年３月３１日（月） 

 
ご入会頂いた事業所様及びご紹介頂いた会員様それぞれに ２,０００円分の記念品を贈呈 

 

新入会員紹介シート 

お申込み方法  ①下記に必要事項をご記入頂き、当所宛に FAX 又はメールにてお送りください。 

②当所担当者よりご紹介先に連絡のうえ、当所の詳細や入会方法を説明いたします。  

FAX  072-871-0330 

 

※ご記入頂いた情報は、大東商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用させていただきます。 

 

 

ご紹介者 

事業所名 

ご担当者 

電話番号                      email（任意） 

ご紹介先 

事業所名 

ご担当者 

電話番号                     ご紹介者様との関係 □取引先 □知人 □その他（    ） 

人脈拡大 
新年互礼会、ビジネス交流会、会員親善ゴルフ大会、ボ

ウリング大会など、ビジネスチャンスにつながる交流の

機会を提供します。 

コスト削減 
日常に潜む「もしも」に備えた保険を、日本商工会議所

のスケールメリットを活かした保険の団体割引など会員

料金でコスト削減をサポートします。 

経営支援 
弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士などの各種専

門家や経験豊富な経営指導員が経営上の様々なお悩みを

解決・サポートします。 

人材育成・情報収集 
ビジネスで役立つスキルを磨くセミナーを会員価格で、

その他会報誌「チェンバーだいとう」や「メルマガ」を

はじめ様々な形で情報収集をサポートします。 

お問合せ先 大東商工会議所 総務課      072-871-6511 ✉daitocci@daito-cci.or.jp 

 



 

（次の場合はキャンペーン対象外となりますのでご了承ください） 

・ご紹介者が大東商工会議所の会員ではない場合     ・被紹介者が既に入会済み場合   ・被紹介者からの入会申込がない場合 

 

会員企業みなさまの声 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利厚生・交流として 

会社の福利厚生、従業員同士の親睦

を兼ねて、商工会議所主催のボウリング

大会を活用しています。 

 

青年部で人脈づくり 

知人の紹介で青年部に入会。同年代、

異業種の方々とイベントやセミナーを通じ

て経営について学んでいます。青年部活

動のため、遅くまで会議に出席することも

ありますが、人脈づくり、活動を通じて地

域貢献できるのも魅力です。 

補助金の申請相談 

事業再構築補助金について HP を見ても分

からなかった点について相談させていただきまし

た。中小企業診断士の方に無料相談させて

いただき、補助金の概要から申請するまでに

必要な書類など申請についての専門的なアド

バイス、今後の事業展開も相談でき、すごく

助かりました。 

労働保険事務組合に委託 

従業員を雇用するにあたり労働保険の手続

きが分からなかったので相談しました。 

申請手続きから保険料の納め方など相談

できました。日頃の手続きでもお世話になって

います。 

マル経融資を利用 

車両の購入を検討していたところ、無担保・

無保証で融資を受けることができる日本政策

金融公庫のマル経融資を提案いただきまし

た。借り入れ後の経営をはじめ必要書類など

の相談ができ、借り入れする事ができました。 

健康診断 

商工会議所で実施している健康診断を福利厚

生の一環として毎年受診しています。法律で定め

られた項目を受けられるので、法令順守に繋がって

います。受診場所も大東市民会館ですので受診

しやすいです。 

業種、規模、個人、法人にかかわらず、すべての商工業者の方が加入できます。 

（非営利団体の方も加入することができます。） 
【入会資格】 

◎個人２口（12,000 円／年）以上 

◎法人４口（24,000 円／年）以上 ※１口月額 500 円 

◇従業員数（パート・アルバイト・役員・家族従業員除く）により口数がかわります。 

◇会費は全額損金（法人）または必要経費（個人）に算入できます。 

【年会費】 


